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文
書
・
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往
来
に
お
け
る
「
請
」
に
つ
い
て

三
　
　
保
　
　
忠
　
　
夫

目
　
　
次

一
、
は
じ
め
に

二
、
『
明
衡
往
来
』
の
場
合

三
、
一
般
的
趨
勢
に
つ
い
て

四
、
む
す
び

一
、
は
　
じ
　
め
　
に

「
請
」
は
、
コ
フ
と
よ
む
こ
と
が
多
い
が
、
ウ
ク
と
よ
む
こ
と
も
あ
る
。
コ
フ
と
は
、
相
手
に
物
事
を
煩
い
求
め
る
能
動
の
行
為
で
あ
り
、
ウ

ク
と
は
、
相
手
か
ら
の
作
用
を
こ
う
む
る
受
動
の
行
為
で
あ
る
。
「
請
」
は
、
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
方
向
性
と
し
て
は
相
反
す
る
意
味
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

古
い
文
献
に
お
い
て
、
「
請
」
は
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
就
中
、
古
文
書
類
に
お
い
て
は
、
こ
の
文
字
に
〝
古
文
書
の
使
命
″
そ
の
も
の

が
集
約
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
古
文
書
の
授
受
、
あ
る
い
は
、
古
文
書
の
成
立
そ
の
も
の
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
の

文
字
は
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
が
、
現
実
的
に
、
具
体
的
な
文
書
（
用
例
）
に
接
す
る
と
き
、
そ
の
〝
よ
み
取
り
″
は
な
か
な
か
容
易
で
な
い
。
文
書
の
使
命
を
把
握

し
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
み
取
り
は
難
し
く
、
そ
の
よ
み
取
り
が
で
き
な
け
れ
ば
、
文
書
の
使
命
も
把
握
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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）

『
高
山
寺
本
古
往
来
』
に
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
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ヲ

○
　
謹
言
　
預
米
結
解
度
ゝ
勧
下
文
謹
以
奉
上
（
中
略
）
而
此
度
米
事
由
一
式
拾
伍
餌
余
也
是
則
去
年
春
募
秋
時
息
利
各
進
　
文
撃
申

①

タ

ル

　

　

ナ

カ

エ

テ

ウ

マ

ウ

　

　

　

　

キ

ノ

　

ト

モ

カ

ラ

サ

ル

ナ

シ

　

　

カ

ロ

ス

請
　
人
ゝ
之
中
或
逃
亡
或
死
去
（
中
略
）
如
此
之
輩
不
三
成
申
こ
之
所
致
屯
（
九
九
行
、
往
状
）

キ
ン
シ
　
　
②
　
　
　
　
　
ノ

○
　
謹
辞
　
講
和
教
書
事

③

　

　

ル

、

　

　

　

　

　

　

　

テ

　

　

一

シ

右
某
月
日
御
教
書
今
日
到
来
所
草
加
件
t
被
仰
人
文
絹
井
菓
子
等
及
於
彼
期
三
可
令
進
上
二
二
八
一
・
二
八
二
行
、
返
状
）

コ
ウ

こ
の
他
に
も
三
例
の
「
請
」
字
が
あ
る
。
内
二
例
に
「
請
」
と
の
付
訓
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
三
例
は
コ
フ
と
解
し
て
よ
い
。
だ
が
、
右
三

例
は
ウ
ク
と
解
す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

即
ち
、
①
は
、
去
年
の
春
、
借
用
証
書
を
奉
っ
て
出
挙
稲
を
借
り
受
け
た
人
々
の
中
に
、
逃
亡
、
死
去
、
貧
弊
、
不
堪
が
あ
っ
て
、
こ
の
た
び

は
二
十
五
射
余
を
弁
済
で
き
な
い
で
い
る
、
と
い
っ
た
文
意
で
あ
る
。
現
地
側
の
責
任
者
か
ら
提
出
し
た
決
済
関
係
の
文
書
ら
し
い
。
「
申
請
」

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

は
、
本
来
、
文
契
に
よ
っ
て
願
い
出
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
コ
フ
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
今
は
、
そ
の
結
果
（
貸
付
）
を
受
け
た
人
々
の
中
に
逃

亡
、
死
去
…
…
の
者
が
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
請
」
は
ウ
ク
と
解
す
る
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
コ
フ
と
ウ
ク
と
は
、
実
は
垂
聖

体
の
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
も
述
べ
る
。

う
け
ぶ
み

③
は
、
絹
や
菓
子
等
を
送
進
せ
よ
と
の
命
令
を
受
け
た
折
の
返
状
で
あ
り
、
こ
う
し
た
趣
旨
の
文
書
は
「
請
文
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
．
書
状
の

ヽ

首
部
に
「
謹
辞
　
講
　
和
教
書
事
」
と
あ
る
の
も
、
請
文
の
事
書
に
み
ら
れ
る
類
型
的
な
表
現
で
あ
る
。
③
の
、
「
所
請
如
件
」
と
は
、
従
っ
て
、

「
右
某
月
日
」
付
け
の
卸
教
書
を
、
本
日
、
確
か
に
拝
命
し
た
と
の
謂
で
あ
る
。

コ

フ

　

　

　

　

　

　

　

ウ

タ

『
高
山
寺
本
古
往
来
』
に
お
い
て
は
、
か
く
し
て
、
「
請
」
の
他
に
「
話
」
と
い
う
こ
と
ば
の
存
在
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ヾ

（2）

従
来
、
こ
れ
ら
六
例
は
、
み
な
、
コ
フ
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
▼
単
な
る
看
過
し
で
は
な
く
、
詳
論
を
も
っ
て
の
説
明
で
あ
る
が
、
少
な
く

と
も
こ
う
し
た
異
論
の
あ
る
こ
と
自
体
、
「
請
」
に
は
難
し
い
問
題
が
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
〔
補
注
一
〕

古
文
書
・
古
往
来
に
お
け
る
「
請
」
に
つ
い
て
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二
、
『
明
衡
往
来
』
の
場
合

「
請
」
の
意
味
、
用
法
に
つ
い
て
は
、
広
く
古
文
書
類
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
問
題
の
こ
と
ば
は
応
答
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
考
察
す
る
に
は
、
や
は
り
、
往
復
書
状
を
収
め
た
〝
古
往
来
″
．
を
取
り
上
げ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
一
文
献
と
し

て
は
比
較
的
多
数
の
用
例
を
収
め
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
『
明
衡
往
来
』
享
禄
本
を
選
び
、
細
か
く
枚
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（3）　　　　　　　（4）

『
明
衡
往
来
』
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
川
口
久
雄
博
士
、
石
川
謙
博
士
の
詳
述
が
あ
る
。
今
、
川
口
博
士
に
よ
れ
ば
、
そ
の
諸
本
は
六

（5）

類
に
分
類
で
き
る
と
い
う
。
而
し
て
、
「
管
見
に
入
れ
る
現
存
諸
伝
本
の
う
ち
、
最
も
状
数
多
く
し
て
最
も
古
型
を
存
し
て
居
る
も
の
と
謂
ふ
べ

（6）

き
で
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
、
「
最
も
善
本
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
」
と
さ
れ
た
の
が
、
以
下
の
享
禄
本
で
あ
る
。
ど
の
系
統
の
、
い
か
な
る
伝
本

が
「
古
型
」
で
あ
る
か
、
こ
れ
も
今
後
の
課
題
の
一
で
あ
る
が
、
中
世
以
前
に
お
け
る
古
写
本
で
、
完
本
、
も
し
く
は
、
完
本
に
近
い
と
み
ら
れ

る
一
本
と
し
て
、
享
禄
本
の
優
位
性
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
年
代
的
に
は
、
法
隆
寺
所
蔵
悉
曇
字
記
裏
書
本
（
残
簡
一
巻
）
が
最
も
古

（7）

い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
写
、
誤
脱
が
多
く
、
「
甚
し
い
抄
出
本
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
使
用
す
る
の
は
容
易
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
池
本
に
つ
い

て
も
、
そ
れ
な
り
に
問
題
を
も
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
享
禄
本
を
徹
底
的
に
分
析
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
諸
本
研
究
、
ま
た
、
本
文
批
判
に
寄
与
す
る

の
も
一
方
法
で
あ
ろ
う
。

『
明
衡
往
来
』
享
禄
本
の
、
往
来
物
と
し
て
の
、
ま
た
、
言
語
資
料
と
し
て
の
内
実
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
当
面
の
「
詩
」
に

つ
い
て
の
用
例
を
掲
げ
る
。
用
例
は
原
文
に
よ
る
こ
と
と
す
る
が
、
私
意
に
よ
り
、
問
題
の
文
字
の
右
傍
に
・
印
を
付
す
。
ま
た
、
用
例
を
引
く

に
つ
き
、
そ
の
芦
点
、
合
符
、
傍
注
は
割
愛
す
る
。
用
例
の
末
尾
の
　
（
　
）
内
に
示
す
「
1
オ
9
」
は
、
そ
の
所
在
が
笛
二
丁
表
九
行
目
で
あ
る

こ
と
を
、
ま
た
、
「
往
」
、
「
返
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
往
状
、
返
状
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
但
し
、
巻
下
の
場
合
は
「
往
」
「
返
」
の
別
が
明

瞭
で
な
い
。

『
明
衡
往
来
』
・
に
お
け
る
「
請
」
は
、
0
、
単
一
語
と
し
て
み
え
る
場
合
と
、
q
複
合
語
と
し
て
み
え
る
場
合
と
が
あ
り
、
前
者
は
、
さ
ら



ヽ

　

ヽ

に
、
各
書
状
に
お
け
る
所
用
の
部
位
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
A
、
B
、
C
、
D
の
四
様
に
分
ち
得
る
。

H
、
単
〓
語
と
し
て
み
え
る
場
合

A
　
事
書
に
み
え
る
も
の

事
書
は
、
そ
の
書
状
の
主
題
な
り
性
格
な
り
を
一
口
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
請
」
が
み
え
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
書
状

は
多
く
返
状
で
あ
る
。

請
　
厳
札
事

ス

へ

カ

ラ

グ

　

　

ッ

バ

イ

ス

ヲ

ン

　

ヲ

右
改
年
之
後
須
三
先
拝
二
温
顔
也
達

へ
キ

（
下
略
）
　
（
1
オ
9
、
返
）

23456789

類
例
に
左
記
が
あ
る
。
事
書
だ
け
で
も
掲
げ
て
お
く
。

詩
　
風
章
事
（
2
オ
7
、
返
）

011121

請
　
厳
命
事
（
5
オ
1
、

°

　

タ

ヰ

ン

ノ

請
厳
訓
旨
（
9
オ
8
、

請
仰
事
（
1
4
オ
、
1
0
返
）

脆
請
　
仰
事
（
1
7
オ
1
0
、

ノ

　

　

　

ノ

　

　

　

ノ

請
舞
姫
童
女
渡
束
事

伏
請
　
厳
旨
（
2
0
オ
3
、

°

ル

　

　

ノ

詩
風
章
事
（
2
0
ウ
9
、

°

　

　

ノ

請
仰
旨
（
3
4
▼
ウ
7
、
返
）

話
恩
簡
（
3
5
ウ
7
、
返
）

返
）（

1
9
オ
9
、
返
）

返
）

返
）

詰
責
札
事
（
4
3
ウ
1
、
返
）

古
文
書
・
古
往
来
に
お
け
る
「
請
」
に
つ
い
て
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ノ

請
兵
士
一
大
事
（
4
4
ウ
8
、
返
）

請
御
教
書
事
（
4
7
ウ
5
、
返
）

ノ

請
　
仰
事
（
5
5
オ
7
、
返
）

請
　
禅
札
（
5
6
ウ
2
、
返
）

話
厳
命
事
（
6
3
オ
9
）

話
雑
事
（
6
8
オ
5
）

「
厳
札
」
「
貴
札
」
「
厳
訓
」
「
厳
旨
」
「
厳
命
」
「
恩
章
」
「
風
簡
」
「
仰
事
」
な
ど
と
あ
る
の
は
、
相
手
か
ら
の
書
状
を
敬
っ
た
表
現
で
あ
る
。

「
請
」
は
、
そ
う
し
セ
相
手
の
書
状
の
趣
旨
を
ウ
ク
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
9
の
「
請
」
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
は
「
ウ
ク
ル
」
（
連
体
形
）
と
よ
む
べ

き
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ノ

　

　

　

　

　

　

ル

マ

ネ

カ

　

　

　

ノ

3
は
、
「
往
状
」
に
み
え
る
も
の
だ
が
、
書
中
に
「
蔵
人
少
将
皮
ミ
被
レ
招
是
小
弓
事
也
」
と
あ
る
か
ら
、
本
状
は
、
蔵
人
少
将
の
招
き
を

受
け
て
の
執
筆
に
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
「
厳
命
」
と
あ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
小
弓
の
全
道
に
誘
引
し
よ
う
と
し
た
書
状
で
、
藤

原
季
綱
の
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
第
七
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
事
書
、
も
し
く
は
事
書
に
準
ず
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

1
9
　
　
　
請
　
案
内ノ

　

　

モ

テ

ア

ソ

フ

　

ヲ

　

　

ト

モ

ナ

フ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

サ

シ

カ

　

ク

ハ

ン

　

ニ

ミ

チ

ス

ク

　

　

ヲ

ナ

ク

ヲ

サ

ヘ

ヨ

　

ヲ

右
明
日
於
二
白
河
院
一
可
翫
二
少
弓
也
可
二
相
伴
乏
状
昨
日
頭
中
将
所
リ
被
ヒ
不
也
某
事
同
及
高
聴
荻
路
過
二
蓬
門
云
抑
二
花
寧
為
r

シ
ク
カ
ハ
ン
カ

従
二
後
乗
】
也
（
下
略
）
　
（
4
オ
6
、
往
）

こ
う
し
た
往
状
の
事
書
に
お
い
て
、
か
つ
、
「
案
内
」
と
い
う
こ
と
ば
に
冠
せ
ら
れ
た
「
請
」
は
コ
フ
と
解
す
る
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
書
中

に
、
「
恭
抑
花
駕
、
為
従
後
乗
也
」
と
あ
る
か
ら
、
事
情
に
通
じ
た
相
手
に
「
案
内
」
を
コ
フ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
返
状
に
は
、
申
し
出
に
応
ず

る
と
あ
る
。
左
記
は
類
例
で
あ
る
。
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請
　
案
内

ノ

　

　

　

ソ

ヤ

　

一

－

ハ

カ

一

l

　

イ

シ

テ

　

　

ケ

ン

ロ

ノ

ミ

　

　

　

　

ハ

ン

カ

コ

ウ

　

【

右
明
日
行
幸
何
時
平
尾
俄
相
違
只
有
二
駐
駐
一
（
中
略
）
為
義
二
控
和
瓦
某
謹
言
（
5
9
ウ
5
、
巻
下
・
本
）

B
　
本
文
の
首
部
に
み
え
る
も
の

伏
請
　
厳
旨

キ

　

　

　

　

　

　

　

　

シ

　

ノ

　

ス

ケ

　

　

マ

ヒ

ノ

右
明
日
可
二
参
仕
一
之
状
所
覧
相
加
r
件
抑
佐
殿
御
舞
事
尤
可
レ
然
也
（
下
略
）
（
2
0
オ
4
、
返
）

左
記
は
類
例
で
あ
る
。

明
日
可
二
参
候
】
之
状
所
覧
摘
如
け
件
（
1
5
オ
9
、
返
）

右
所
レ
請
如
件
抑
…
・
：
（
4
7
ウ
6
、
返
）

右
所
覧
摘
如
レ
件
抑
…
…
（
4
8
オ
4
、
返
）

賀
2
2
は
、
参
仕
す
べ
し
、
参
候
す
べ
し
、
と
の
命
を
受
け
た
返
状
に
「
所
請
如
件
」
と
み
え
る
。
拝
命
し
た
と
の
謂
で
あ
り
、
ウ
ク
と
解
さ

れ
る
。
2
1
に
は
「
伏
請
　
厳
旨
」
（
A
8
参
照
）
と
の
草
書
も
あ
っ
た
。
輿
2
4
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
2
3
に
も
「
講
和
教
書
事
」
（
A
1
4
参
照
）
と
の

事
書
が
あ
る
。
以
上
、
四
通
の
書
状
は
み
な
返
状
で
あ
る
。

C
　
本
文
の
末
尾
に
み
え
る
も
の

ノ

2
5
　
　
　
請
　
仰
事

テ

　

一

　

　

　

　

　

　

リ

　

　

ノ

　

ヲ

テ

右
依
こ
公
事
貢
今
可
二
出
仕
蕗
南
条
事
追
可
二
注
進
一
之
状
所
覧
摘
如
件

（
5
5
オ
9
、
返
）

ノ

　

シ

メ

シ

　

ホ

ウ

　

　

ノ

　

　

　

　

ス

2
6
　
（
前
略
）
抑
所
坂
二
示
仰
蕗
物
彼
日
可
レ
献
之
状
所
論
如
件
（
5
6
ウ
4
、
返
）

2
5
は
、
囚
獄
正
か
ら
質
問
二
ヶ
条
を
受
け
た
、
明
法
博
士
の
返
状
で
あ
る
。
今
は
出
仕
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
追
っ
て
注
進
し
ま
す
、
と
あ

る
。
2
6
は
、
捧
物
（
筆
百
管
）
の
献
納
を
了
承
し
た
と
の
書
状
で
あ
る
。
警
2
6
に
は
、
「
請
仰
事
」
〈
A
1
5
参
照
）
、
「
請
禅
札
」
（
A
1
6
参
照
）

と
の
事
書
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
「
請
」
は
ウ
ク
の
意
で
あ
る
。

古
文
書
・
古
往
来
に
お
け
る
「
請
」
に
つ
い
て



7282

鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

返
状
に
お
け
る
「
所
論
如
件
」
は
、
丁
度
、
B
と
は
逆
に
な
る
も
の
で
、
清
文
に
お
け
る
慣
用
的
な
事
留
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
と
趣
を
異
に
す
る
も
の
に
左
記
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
詰
」
は
コ
フ
を
意
味
し
て
い
る
。

カ

ロ

シ

ト

　

シ

　

一

シ

，

　

レ

ヨ

　

　

ヲ

物
雌
r
軽
志
巳
重
請
垂
二
億
納
】
敬
白
（
5
6
ウ
9
、
往
）

ル

、

コ

ト

　

　

ヲ

　

　

　

　

　

，

ツ

ケ

ヨ

　

　

ヲ

莫
リ
忘
二
芳
契
壷
レ
有
二
便
風
嘉
付
再
挙
ム
謹
言
（
7
5
ウ
4
、
巻
下
・
末
）

七
〇

こ
れ
ら
は
倒
置
文
で
、
下
に
活
用
語
の
命
令
形
タ
レ
ヨ
、
ツ
ケ
ヨ
を
伴
な
っ
て
い
る
。
「
詰
」
は
コ
フ
を
意
味
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

コ
フ
は
、
ま
た
、
「
乞
」
字
に
よ
っ
て
も
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
用
例
は
六
例
を
数
え
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
下
に
ナ
カ
レ
（
二
例
）
、
タ
レ
ヨ
（
四

例
）
と
い
う
、
や
は
り
、
活
用
語
命
令
形
で
応
ず
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

コ

フ

　

レ

キ

ヲ

フ

コ

ト

乞
莫
レ
嫌
こ
…
…
　
　
　
　
（
3
ウ
3
、
往
）

フ

　

レ

．

ヨ

　

　

ヲ

乞
垂
こ
照
望
】
　
　
　
　
　
（
3
5
ウ
4
、
往
）

コ

フ

　

　

　

ダ

レ

ヨ

「
乞
…
…
垂
」
と
同
二
構
文
に
「
請
」
と
も
み
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
コ
フ
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

D
　
文
中
に
み
え
る
も
の

文
中
に
お
け
る
「
請
」
は
、
コ
フ
と
し
て
の
意
味
、
用
法
が
多
い
。
次
項
に
み
る
よ
う
な
二
股
的
な
趨
勢
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
偶
然
の
こ
と

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
2
9
か
ら
詔
は
、
「
請
…
…
ベ
シ
（
可
）
」
と
い
う
構
文
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。

92031323

ル

ノ

ー

シ

ス

ト

イ

フ

コ

ト

ヒ

ヲ

シ

マ

コ

フ

　

　

　

一

　

　

　

ノ

　

ヲ

明
日
三
月
尽
也
古
今
詩
人
才
子
毎
㌦
ヨ
ニ
是
日
東
レ
．
不
二
相
情
義
於
二
慈
恩
専
一
可
誌
二
紫
藤
之
句
卓
（
下
略
〓
3
6
ウ
l
？
往
）

マ

ケ

テ

　

　

ヲ

メ

リ

　

ニ

マ

ク

ノ

ミ

フ

ケ

テ

ハ

ウ

ノ

　

　

ヲ

　

キ

ス

　

ノ

　

一

只
今
狂
〔
柾
〕
ニ
花
軒
痘
二
蓬
戸
一
耳
請
傾
二
茅
戸
之
一
盃
高
〆
擬
二
竹
林
之
七
草
也
（
5
7
ウ
3
、
巻
下
・
本
）

テ

　

ノ

　

ニ

　

　

ス

　

ノ

　

】

請
及
こ
彼
期
】
可
レ
御
二
此
亭
－
也
（
6
9
オ
4
、
巻
下
・
本
）

．

ク

サ

ヒ

サ

イ

テ

　

一

　

一

　

　

ス

請
　
轄
こ
花
軒
】
早
且
可
レ
御
（
7
1
オ
9
、
巻
下
・
末
）

こ
れ
ら
は
聖
3
0
の
付
訓
に
従
い
、
コ
フ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
中
に
あ
っ
て
、
ウ
ク
と
付
訓
し
た
例
が
二
例
あ
る
。
し
か
し
、

は
、
あ
る
い
は
、
後
の
姐
、
ま
た
、
軍
二
彗
4
2
な
ど
と
同
様
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ



ウ

ケ

テ

　

　

　

ヲ

　

り

ヤ

ウ

ノ

　

　

ヲ

ノ

′

＼

　

ス

　

　

ヲ

3
3
　
夜
部
箪
忽
返
抄
二
　
寮
宮
人
各
致
用
意
二
8
0
ウ
6
、
巻
下
・
末
）

臼
、
複
合
語
と
し
て
み
え
る
場
合

複
合
語
と
し
て
は
、
「
申
」
と
復
合
し
た
「
申
請
」
、
「
請
申
」
と
い
う
形
が
多
い
。

霊
請
申
五
献
本
紆
　
周
公
許
　
楽
酢
伝
　
　
　
右
為
』
墾
点
ヲ
所
掛
聖
如
件
（
現
オ
3
、
往
）

ノ

　

　

　

　

　

ー

シ

　

　

　

一

　

　

シ

　

フ

　

　

　

　

ノ

3
6
　
天
暦
御
記
欠
巻
巳
多
随
二
申
請
三
可
二
倍
姶
高
二
書
写
屯
（
3
7
オ
3
、
往
）

ノ

ワ

H

，

コ

　

　

　

　

　

　

　

ヘ

　

　

　

　

　

　

　

シ

テ

　

フ

レ

ヨ

ケ

ン

　

ヲ

3
7
　
防
件
破
子
可
‰
祭
給
こ
朱
雀
院
一
之
状
所
二
申
請
屯
伏
　
乞
垂
壷
察
冠
謹
言
（
3
8
オ
2
、
往
）

聖
3
5
は
、
移
点
の
た
め
に
『
五
帝
本
紀
』
以
下
を
借
用
し
た
い
と
の
書
状
で
あ
る
。
「
請
申
」
と
は
コ
ヒ
マ
ウ
ス
と
解
さ
れ
る
。
3
6
も
同
様

で
あ
る
。
3
7
は
、
破
子
を
乞
う
状
で
、
「
申
請
」
は
マ
ウ
シ
コ
フ
意
で
あ
る
。

8393041424

レ

　

レ

　

フ

ノ

　

テ

　

ノ

　

　

ヲ

　

　

メ

　

　

　

　

　

ヨ

テ

　

　

サ

イ

ケ

ン

ノ

ミ

彼
是
追
捕
　
事
蒙
二
殿
下
御
気
色
一
所
二
定
仰
一
也
（
中
略
）
関
F
之
巨
細
申
請
耳
（
1
4
ウ
7
、
返
）

フ

　

レ

ヨ

　

　

ヲ

　

　

　

　

　

ヘ

タ

チ

　

　

ヲ

　

　

一

　

．

．

ク

供
奉
返
如
件
乞
垂
二
収
僧
÷
自
今
以
後
不
覧
隔
二
秘
軍
相
互
可
二
申
請
屯
謹
言
（
4
2
オ
7
、
往
）

ノ

　

一

　

　

へ

　

ハ

ル

・

，

　

　

　

　

　

　

　

　

ヲ

任
中
公
事
年
内
可
二
助
字
申
請
事
才
可
二
令
レ
加
r
催
給
適
（
4
9
オ
1
、
返
）

テ

　

テ

　

一

　

　

　

　

　

　

シ

テ

　

ケ

一

一

　

．

．

ク

　

サ

彷
任
二
格
条
面
二
停
止
乏
由
注
二
国
解
t
可
二
申
請
福
（
5
1
ウ
7
、
返
）

テ

コ

ク

　

一

ル

一

－

　

ノ

　

　

ヲ

　

リ

ク

ル

　

　

一

就
二
穀
倉
院
一
尋
二
無
主
位
田
哀
請
之
輩
巳
有
二
其
数
二
7
4
ウ
3
、
巻
下
・
末
）

3
8
以
下
、
四
例
の
「
申
請
」
は
マ
ウ
シ
ウ
ク
で
あ
ろ
う
。
3
8
は
、
殿
下
か
ら
巨
細
に
わ
た
る
指
図
を
受
け
る
こ
と
を
表
わ
し
、
3
9
は
、
秘
書

（
貴
重
書
）
を
相
互
に
借
り
受
け
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
4
0
は
、
租
穀
を
弁
済
せ
よ
と
の
命
に
対
し
、
こ
れ
を
承
諾
し
た
と
い
う
詩
文
で
あ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
。
「
任
中
公
事
」
と
は
、
播
磨
の
固
守
在
任
中
の
徴
税
を
い
う
。
こ
れ
を
年
内
中
に
決
済
し
て
し
ま
い
、
拝
命
し
た
こ
と
も
調
達
す
る
よ
う
、

下
役
に
命
令
し
ま
す
、
と
の
文
意
で
あ
る
。
「
可
令
加
催
給
也
」
の
「
拾
」
は
謙
譲
の
用
法
で
あ
ろ
う
。

4
1
は
、
付
訓
に
従
え
ば
、
格
条
ど
お
り
に
庄
園
を
停
止
す
べ
き
だ
と
、
国
解
を
作
成
し
、
停
止
し
て
も
ら
う
、
と
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
骨
訓
を

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

保
留
す
れ
ば
、
こ
れ
は
上
申
し
出
廠
す
る
の
用
法
で
あ
り
、
コ
フ
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
付
訓
は
、
従
っ
て
、
上
申
し
た
、
そ
の
結
果
を
表

古
文
書
・
古
往
来
に
お
け
る
「
請
」
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

わ
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
上
申
す
る
こ
と
と
、
そ
の
結
果
を
受
け
る
こ
と
と
は
、
実
は
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
眼
で
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
聖
3
9
も
、
や
は
り
、
も
と
は
マ
ウ
シ
コ
フ
意
で
あ
る
と
み
う
け
ら
れ
よ
う
。
4
2
の
「
来
請
」
（
訓
合
符
あ

り
）
も
、
本
来
は
キ
ク
リ
コ
フ
の
意
で
は
あ
る
ま
い
か
。

一

　

　

　

　

　

シ

　

ノ

4
3
　
調
庸
租
税
合
期
可
レ
弁
之
由
諸
群
刀
皆
所
こ
話
中
一
也
（
7
9
オ
9
、
巻
下
・
末
）

ク

，

，

　

テ

　

】

，

，

テ

　

セ

ウ

シ

　

　

ノ

　

　

ヲ

　

°

ノ

　

　

　

　

　

一

一

シ

4
4
4
5
右
都
督
被
聞
云
請
使
向
け
国
語
取
後
称
風
波
之
難
嘉
庫
之
日
進
納
己
難
（
7
7
オ
6
、
巻
下
・
末
）

（8）

4
3
は
、
新
任
の
尾
張
守
が
、
任
国
の
富
裕
な
さ
ま
を
述
べ
報
じ
た
書
状
で
あ
り
、
調
庸
租
税
は
合
期
に
弁
ず
べ
き
由
を
、
諸
群
刀
が
「
請
申
」

し
た
と
あ
る
。
「
詣
」
は
、
受
諾
し
て
弁
済
を
確
約
し
た
と
の
意
味
で
あ
る
。
4
4
、
4
5
の
「
請
使
」
と
は
、
筑
前
国
か
ら
粒
米
を
受
け
取
っ
て
京

へ
運
ぶ
役
目
の
使
者
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
請
使
」
、
「
話
取
」
の
そ
れ
は
共
に
ウ
ク
の
意
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
明
衡
往
来
』
に
は
、
コ
フ
の
他
、
ウ
ク
と
し
て
の
用
法
が
か
な
り
認
め
ら
れ
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
用
例
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
大
体
、
次
の
よ
う
な
傾
向
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
即
ち
、

①
　
往
復
文
書
の
内
の
返
状
、
就
中
、
請
文
に
お
け
る
事
書
に
み
ら
れ
る
も
の
、
ま
た
、

②
　
そ
う
し
た
文
書
の
書
出
し
、
書
留
め
な
ど
に
み
え
る
も
の
、

こ
れ
ら
は
多
く
ウ
ク
と
し
て
の
用
法
で
あ
り
、
こ
の
他
、
文
中
の
「
申
請
」
（
4
0
）
、
「
請
申
」
（
翌
、
「
語
取
」
（
空
な
ど
に
も
ウ
ク
と
し
て
の
用

法
が
あ
る
。
一
方
、

①
　
「
請
…
…
命
令
形
（
ツ
ケ
ヨ
、
タ
レ
ヨ
）
」
、
「
請
…
…
ベ
シ
　
（
可
）
」
と
い
っ
た
構
文
に
み
え
る
も
の
、

②
　
「
案
内
」
、
あ
る
い
は
、
「
恩
裁
」
と
い
っ
た
語
句
に
冠
せ
ら
れ
て
み
え
る
も
の
、

マ
ウ
シ
ウ
ク

な
ど
は
コ
フ
と
し
て
の
用
法
で
あ
り
、
ま
た
、
「
申
請
」
、
「
請
申
」
と
い
っ
た
複
合
語
に
も
コ
フ
と
し
て
の
用
法
が
み
ら
れ
る
が
、
「
申
請
」
と
付

訓
し
た
も
の
で
も
、
も
と
は
マ
ウ
シ
コ
フ
の
意
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
例
も
あ
る
（
3
8
、
3
9
、
4
1
、
4
2
な
ど
）
。

（9）

「
請
」
の
、
コ
フ
と
し
て
の
用
法
は
、
姜
学
海
の
『
古
書
虚
字
集
釈
』
巻
八
に
、



「
請
」
猶
「
忽
求
」
也
。

と
説
く
そ
れ
で
あ
る
が
、
命
令
形
や
ベ
シ
を
伴
な
う
用
法
は
、

「
請
」
猶
「
其
」
也
。
命
令
兼
期
望
之
詞
也
。

と
説
く
条
に
相
応
し
よ
う
。

三
、
一
般
的
趨
勢
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
古
往
来
以
外
の
、
よ
り
古
い
文
献
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
話
」
を
ウ
ク
と
し
て
用
．
い
た
例
は
多
く
な
い
。
「
請
」
に
コ
フ
の
訓
注

（
付
訓
）
を
付
し
た
管
見
の
最
古
の
例
は
、
貞
観
頃
に
で
き
た
と
さ
れ
る
『
令
集
解
』
の
「
公
式
令
」
（
詔
書
）
に
み
え
る
割
注
で
あ
る
が
、

（10）

○
　
…
…
詔
書
如
右
。
話
奉
詔
。
付
外
施
行
。
謹
言
。

〔
割
注
〕
　
跡
云
。
請
訓
如
乞
之
也

奈
良
時
代
の
『
写
経
所
公
文
』
と
し
て
伝
存
す
る
「
写
経
司
解
」
や
「
写
経
生
等
話
暇
井
不
参
解
」
な
ど
を
み
て
も
、
「
話
」
、
「
申
請
」
は
コ
フ
、

】
卿
凸

マ
ウ
シ
コ
フ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
で
も
『
万
葉
集
』
（
左
往
）
で
も
、
『
上
官
聖
徳
法
王
帝
説
』
や
『
古
語
拾
遺
』
で
も
、
ま

た
、
『
日
本
霊
異
記
』
や
『
将
門
記
』
な
ど
で
も
、
「
請
」
は
コ
フ
の
意
で
用
い
ら
れ
、
ウ
ク
の
用
法
は
見
当
ら
な
い
。
〔
補
注
二
〕

（12）

「
尾
張
国
解
文
」
は
、
長
文
の
解
文
と
し
て
も
有
名
で
、
し
こ
に
は
「
請
」
が
延
六
十
六
例
み
え
て
い
る
が
、
内
六
十
五
例
が
コ
フ
と
し
て
用

い
ら
れ
、
ウ
ク
は
残
り
の
一
例
で
し
か
な
い
。

○
　
然
而
凋
弊
之
民
負
正
税
不
耕
田
囁
、
富
勢
之
姻
領
能
田
以
不
請
正
税
（
算
一
条
）

こ
こ
に
「
（
コ
）
　
ハ
」
と
付
訓
し
た
写
本
も
あ
る
が
（
宝
生
院
本
正
中
二
年
写
）
、
意
味
上
は
ウ
ク
で
あ
る
。
他
方
、
コ
フ
の
方
は
、
多
く
「
裁
断
」
、

「
裁
他
」
な
ど
の
こ
と
ば
を
伴
な
い
、
望
み
願
う
、
願
い
上
げ
る
、
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

○
　
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
　
申
請
官
裁
事

古
文
書
・
古
往
来
に
お
け
る
「
請
」
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
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請
被
裁
断
、
当
固
守
藤
原
朝
臣
元
命
、
三
箇
年
内
責
取
非
法
官
物
井
濫
行
横
法
鮒
一
箇
条
愁
状
（
前
文
）

コ
フ

「
裁
断
」
（
あ
る
い
は
、
「
官
裁
」
、
「
裁
他
」
な
ど
）
を
「
請
」
と
い
う
表
現
は
、
解
文
の
類
に
お
け
る
一
つ
の
定
型
で
あ
る
。

定
型
と
い
え
ば
、
諷
詞
文
に
も
「
請
」
に
関
す
る
定
型
が
あ
る
。
即
ち
、
諷
詞
文
は
、
首
部
に
「
敬
白
　
請
諷
諦
事
」
と
記
し
、
、
埠
に
「
…
…

（
諷
諦
）
所
請
如
件
　
（
敬
白
）
」
と
お
く
の
が
定
型
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
話
」
は
、
三
宝
に
布
施
を
奉
っ
て
諷
経
を
コ
フ
の
意
味
で
あ
る
。

（13）

平
安
時
代
初
期
の
訓
点
資
料
に
お
い
て
も
、
コ
フ
と
よ
ん
だ
例
は
あ
っ
て
も
、
ウ
ク
と
付
訓
し
た
例
は
、
未
だ
管
見
に
入
ら
な
い
。

（14）

○
　
〔
於
〕
我
が
請
フ
所
を
空
余
（
に
あ
ら
）
令
む
ル
こ
と
勿
レ
。
」
と
イ
へ
。
（
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
平
安
初
期
点
）

（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

時
代
の
下
る
『
興
福
寺
本
大
慈
凰
寺
三
蔵
法
師
伝
盲
点
』
、
『
竜
光
院
蔵
妙
法
蓮
華
経
盲
点
』
や
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
盲
点
』
な
ど
を
例
に
と
っ

て
み
て
も
同
様
の
よ
う
で
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
ウ
ク
と
付
訓
し
た
例
は
多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
全
く
無
く
は
な
い
。

（17）

○
　
詰
ウ
ケ
白
マ
オ
セ
（
宝
寿
院
蔵
大
日
経
随
行
儀
軌
天
寧
一
年
点
）

ウ
ケ
ク
マ
ハ
ル
と
よ
ん
だ
例
も
あ
る
。

ウ
ケ
タ
マ
ハ

○
　
密
主
誠
に
　
請
　
リ
巳
ぬ
　
（
高
山
寺
蔵
摂
大
毘
慮
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
大
悲
胎
蔵
儀
軌
巻
中
院
政
期
朱
点
）

へ

1

8

）

辞
書
類
で
は
、
『
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
』
（
法
上
五
九
）
に
、
コ
フ
、
ウ
ク
の
両
訓
が
み
え
る
が
、
こ
れ
を
潮
っ
た
『
図
書
寮
本
類
麦
名
義
抄
』

に
も
、
「
三
請
」
の
見
出
し
語
の
も
と
に
次
の
よ
う
な
割
注
が
あ
る
（
割
注
部
分
だ
け
を
引
く
。
以
下
同
様
）
。

（
虫
損
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虫
捉
）

〇
　
三
与
□
同
弘
云
問
也
乞
也
求
□
告
也
吾
也
躊
也
召
呼
也
中
云
七
静
反
求
－
也
又
疾
政
反
延
屈
也
又
疾
盈
反
受
也
今
従
初
二
・
真
云
在
性
反
迎

屈
也
延
也
又
清
井
反
求
也
乞
也
問
也
又
音
清
同
受
也

「
三
請
」
と
い
う
被
注
語
は
、
次
に
も
触
れ
る
『
妙
法
蓮
華
経
』
出
自
の
語
句
で
あ
ろ
う
。
所
引
の
「
弘
云
」
に
つ
き
、
『
高
山
寺
本
蒙
隷
万
象

（19）
名
義
』
に
よ
れ
ば
、
「
請
」
の
語
釈
に
、

○
　
問
也
乞
也
求
也
告
也
吾
也
躊
也
召
呼
也

（20）

と
あ
り
、
こ
こ
に
は
ウ
ク
と
解
し
得
る
条
は
な
い
（
第
三
帖
八
オ
）
。
他
方
、
中
算
の
『
法
華
釈
文
』
醍
醐
寺
本
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
確
か
に
「
受



也
」
と
の
語
釈
が
み
え
て
い
る
。

〇
　
七
静
反
郭
知
玄
云
求
－
也
又
疾
政
反
釈
氏
云
延
屈
也
又
疾
盈
反
釈
氏
云
受
也
今
案
従
初
二
焉

こ
れ
は
、
『
妙
法
蓮
華
経
』
方
便
品
の
「
余
時
世
尊
告
舎
利
弟
汝
巳
患
勤
ヨ
謝
豊
得
不
説
…
…
」
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
従
っ
て
、
こ
の

（

2

1

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

2

2

）

「
請
」
は
コ
フ
と
し
て
の
用
法
で
あ
る
。
『
山
田
本
妙
法
蓮
華
経
古
点
』
も
「
三
（
た
）
ヒ
請
ヒ
ぬ
」
と
よ
ん
で
い
る
。
『
竜
光
院
本
』
、
『
立
木
寺

（23）　　　　　（24）

本
』
、
『
足
利
本
』
な
ど
で
は
シ
ャ
ウ
ズ
と
字
音
読
し
て
い
る
が
、
そ
の
文
意
は
変
わ
ら
な
い
。

（25）

『
釈
氏
切
窺
』
は
、
従
っ
て
、
勘
案
に
供
さ
れ
た
だ
け
の
よ
う
だ
が
、
同
様
の
語
釈
は
、
他
の
切
韻
系
韻
書
に
も
み
え
て
い
て
、
『
王
仁
拘
刊
謬

補
欠
切
親
』
に
「
受
」
（
平
声
清
韻
）
、
『
広
韻
』
に
も
「
受
也
」
と
あ
り
（
上
声
静
親
に
「
乞
也
求
也
間
也
謁
也
」
）
、
以
下
、
『
集
韻
』
、
『
康
鷹
字
典
』

に
も
「
受
言
也
」
と
み
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
語
釈
が
、
そ
の
ウ
ク
と
し
て
の
用
法
の
基
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
相
対
的
に
、
ウ
ク
と
付
訓
し
た
例

（
ま
た
、
ウ
ク
を
表
記
し
た
例
）
の
少
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
本
来
よ
り
、
そ
の
用
法
は
多
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
伊
藤

（26）

東
涯
の
『
操
細
字
訣
』
は
、
広
く
漢
籍
に
典
拠
を
求
め
た
、
異
字
同
訓
の
解
説
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ウ
ク
の
条
に
は
「
承
受
享
饗
贋
稟
歌
将
」

の
別
を
説
く
だ
け
で
「
請
」
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
（
巻
六
）
。
中
国
の
古
典
を
播
く
限
り
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
意
義
あ
る
こ
と
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
概
観
し
て
み
れ
ば
、
「
請
」
は
コ
フ
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
が
む
し
ろ
普
通
で
あ
っ
て
、
ウ
ク
と
し
て
の
用
法
は
漢
文
、

和
化
漢
文
、
共
に
僅
か
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
少
な
い
方
の
用
法
で
あ
る
が
、
「
請
」
に
ウ
ク
と
の
訓
注
（
付
訓
）
を
付
し
た
管
見
の
最
も
古
い
脚
は
次
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

（27）

○
　
申
請
鋸
（
唐
招
提
寺
蔵
古
本
令
私
記
、
平
安
時
代
初
頭
）

（28）

し
か
し
、
同
用
法
は
、
さ
ら
に
古
く
、
既
に
天
平
時
代
に
み
え
て
い
る
。
即
ち
、
佐
藤
進
一
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
左
記
が
そ
れ
で
、

○
　
福
寿
寺
写
一
切
経
所
解
　
申
請
筆
直
井
襖
子
袴
事

古
文
書
・
古
往
来
に
お
け
る
「
請
」
に
つ
い
て
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合
話
銭
弐
仔
弐
伯
文
語
話
話
語
納
所

（29）

買
筆
弐
拾
玖
箇
監
摘
認
鼓
（
後
略
〓
福
寿
寺
写
経
所
解
、
天
平
十
三
年
十
月
十
九
日
）

こ
の
割
注
に
お
け
る
「
請
」
は
、
「
従
」
字
と
の
関
係
上
、
請
け
取
っ
た
意
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
古
文
書
の
一
様
式
と
し
て
の
詩
文
の
由
来

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
箇
所
で
、
以
下
、
天
平
二
十
年
、
宝
亀
八
年
の
類
似
例
、
宝
亀
三
年
の
「
話
納
」
、
お
よ
び
、
承
平
二
年
以
降
の
「
解

申
請
」
と
あ
る
例
な
ど
に
つ
い
て
の
指
摘
、
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

佐
藤
博
士
に
よ
れ
ば
、
「
解
　
申
請
」
と
い
う
様
式
は
、
本
来
、
申
請
書
、
請
求
書
に
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
方
向
性
と
し
て
は

逆
に
な
る
報
告
書
、
受
領
書
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
「
申
請
・
請
求
の
結
果
に
対
す
る
報
告
、
ま
た
は
申
請
・
請
求
の
結
果
と
し
て
下
付
さ
れ
た

物
資
の
受
領
に
こ
れ
を
用
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
問
題

は
「
解
　
申
請
」
と
い
う
様
式
だ
け
の
こ
と
で
な
く
、
か
つ
、
「
請
」
字
が
既
に
「
受
」
意
を
有
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ひ
と
り
日
本
の
、
古
文

書
の
世
界
に
留
ま
る
問
題
で
も
な
か
ろ
う
。
コ
フ
行
為
と
、
そ
の
結
果
を
ウ
ク
行
為
と
は
、
重
義
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
佐
藤
博
士
の
い
わ
れ
る

の
と
同
様
の
こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
当
初
（
中
国
）
　
に
お
い
て
、
既
に
生
じ
て
い
た
と
も
考
え
得
る
。

と
も
あ
れ
、
ウ
ク
と
し
て
の
用
法
は
、
詩
文
の
類
、
ま
た
、
そ
れ
に
準
ず
る
性
格
の
文
書
を
中
心
と
し
て
広
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
、
中
古
を

経
て
中
世
に
入
れ
ば
、
『
吾
妻
鑑
』
や
『
御
成
敗
式
目
』
な
ど
に
お
い
て
も
、
か
な
り
た
く
さ
ん
の
用
例
が
求
め
ら
れ
る
。
『
色
菓
字
類
抄
』
（
黒

川
本
）
　
に
も
、
次
の
よ
う
に
、
ウ
ク
、
あ
る
い
は
、
ウ
ケ
ク
マ
ハ
ル
の
用
字
と
し
て
の
定
着
が
み
ら
れ
る
。

○
　
受
酎
酎
反
尚
－
1
詩
情
又
七
静
反
乞
連
票
承
享
奉
（
以
下
二
四
字
略
）
已
上
受
也
（
黒
川
本
、
中
5
1
ウ
、
ウ
部
、
辞
字
）

○
　
承
ウ
ケ
タ
マ
ハ
ル
奉
聴
共
請
已
上
岡
（
同
、
中
5
3
ウ
、
ウ
部
、
辞
字
）

ウ
ク
と
し
て
は
、
第
二
番
目
の
用
字
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
推
測
す
れ
ば
、
右
は
、
前
田
本
な
ら
ば
合
点
が
付
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
ま
た
、
こ
う
し
た
位
置
付
け
は
、
以
上
に
み
た
よ
う
な
、
清
文
の
類
、
即
ち
、
古
文
書
に
お
け
る
情
況
に
依
拠
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
『
色
葉
字
類
抄
』
と
古
文
書
と
が
近
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
少
く
と
も
、
そ
う
し
た
一
面
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て



述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
む
　
　
す
　
　
び

古
文
書
類
に
お
け
る
「
請
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
な
お
、
困
惑
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
佐
藤
進
一
博
士
に
し
て
も
、
そ
れ
が
コ

フ
、
ウ
ク
の
い
ず
れ
を
意
味
し
て
い
る
か
、
「
一
見
判
然
し
が
た
い
場
合
が
多
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
期
に
は
、
『
明
衡
往
来
』
や
『
御

成
敗
式
目
』
な
ど
に
詳
し
く
振
仮
名
を
施
し
た
版
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
も
誤
訓
が
目
立
つ
。
本
稿
で
も
、
ど
れ
ほ
ど
の
前
進
が

あ
っ
た
か
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
。

管
見
す
る
と
こ
ろ
、
「
請
」
は
、
コ
フ
と
し
て
用
い
る
方
が
、
よ
り
一
般
的
な
用
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
文
書
類
を
中
心
と
し
て
ウ
ク
の
用

法
の
み
え
る
こ
と
、
右
に
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
古
文
書
類
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
請
文
類
に
お
け
る
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
に
お
い
て

も
、
ウ
ク
は
コ
フ
に
一
歩
を
譲
っ
た
よ
う
な
情
況
で
あ
っ
た
か
に
み
え
る
。
例
え
ば
、
「
尾
張
国
解
文
」
に
お
い
て
は
、
コ
フ
と
し
て
の
用
法
は

な
か
な
か
に
公
然
と
し
て
い
る
。
終
始
一
貫
し
て
文
書
の
正
面
、
即
ち
、
序
文
や
各
条
文
の
事
書
に
位
置
し
、
公
文
書
と
し
て
の
形
式
の
一
翼
を

に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
ウ
ク
と
し
て
の
用
法
は
、
本
文
の
な
か
ば
に
、
し
か
も
、
唯
一
例
だ
け
み
え
て
い
る
。
相
対
的
に
み
れ
ば
、
中
世
以
前

に
お
い
て
は
、
ウ
ク
と
し
て
の
用
法
は
、
コ
フ
と
し
て
の
そ
れ
よ
り
も
非
公
文
書
的
、
非
公
式
的
な
も
の
、
と
い
っ
た
地
位
に
あ
っ
た
よ
う
に
み

う
け
ら
れ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
十
分
な
用
例
を
掲
出
で
き
な
か
っ
た
。
『
消
息
詞
』
や
『
書
状
文
字
抄
』
、
宗
噺
筆
『
消
息
手
本
』
、
『
土
右
記
』
な
ど
の

古
記
録
類
、
そ
の
他
多
く
の
文
献
に
も
検
討
す
べ
き
用
例
が
み
え
て
い
る
が
、
今
は
省
略
に
従
う
。

な
お
、
詩
文
に
つ
い
て
は
、
『
雑
筆
要
集
』
（
続
群
書
類
従
、
巻
第
十
一
）
に
「
詩
文
之
棟
」
と
し
て
多
様
の
文
例
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
う
け
ぶ
み
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
次
の
よ
う
な
文
書
に
み
え
て
い
る
。
関
連
事
項
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

○
　
か
つ
ハ
の
ち
の
た
め
に
、
面
々
に
う
け
ふ
ミ
を
と
り
て
、
こ
の
を
き
ふ
み
に
く
し
た
る
也
、
賢
別
に
あ
り
（
比
丘
尼
円
正
喜
妙
寺
中
尾
坊
置
文
、
嘉

古
文
書
・
古
往
来
に
お
け
る
「
請
」
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

（30）

元
元
年
十
一
月
十
四
日
）

注（1）
（2）

（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）（16）（17）（18）

『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
第
二
冊
、
『
高
山
寺
本
古
往
来
　
表
白
集
』
所
収
、
「
高
山
寺
本
古
往
来
」
（
小
林
芳
規
博
士
編
）
に
よ
る
。

小
林
芳
規
「
国
語
史
料
と
し
て
の
高
山
寺
本
古
往
来
」
、
注
（
1
）
文
献
所
収
、
五
〇
二
頁
。

蜂
岸
明
「
高
山
寺
本
古
往
来
に
お
け
る
漢
字
の
用
法
に
つ
い
て
」
、
注
（
1
）
文
献
所
収
、
六
二
九
頁
。

川
口
久
雄
著
『
平
安
朝
日
本
漠
文
学
史
の
研
究
　
下
』
、
昭
和
三
六
年
。
八
〇
三
頁
。

同
「
明
衡
往
来
諸
本
考
」
『
国
語
国
文
』
算
九
巻
算
二
号
、
昭
和
一
四
年
二
月
、
に
も
詳
論
が
あ
る
。

石
川
謙
編
『
日
本
教
科
書
大
系
　
往
来
編
　
算
一
巻
　
古
往
来
H
』
、
昭
和
四
三
年
。
八
五
頁
。

注
（
3
）
文
献
（
『
漠
文
学
史
』
）
。

注
（
3
）
文
献
（
「
諸
本
考
」
）
、
四
九
頁
、
六
四
頁
。

注
（
3
）
文
献
（
「
諸
本
考
」
）
、
六
二
頁
。

内
閣
文
庫
本
（
二
六
〇
五
八
号
）
な
ど
は
「
諸
郡
司
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
が
、
し
ば
ら
く
は
こ
の
ま
ま
を
残
し
て
後
考
を
ま
つ
こ

と
と
す
る
。

広
文
書
局
印
行
、
中
華
民
国
六
〇
年
、
六
八
二
頁
。

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
、
七
七
七
頁
。

『
寧
楽
遺
文
』
下
、
五
四
〇
真
以
下
。
五
七
三
頁
以
下
。

阿
部
猛
著
『
尾
張
国
解
文
の
研
究
』
、
本
文
篇
に
よ
る
。

小
林
芳
規
編
『
平
安
初
期
訓
点
資
料
綜
合
語
彙
索
引
稿
　
漢
字
索
引
之
部
』
に
よ
る
。

春
日
政
治
著
『
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』
、
本
文
篇
、
一
四
八
真
二
行
目
。

築
島
裕
著
『
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
盲
点
の
国
語
学
的
研
究
』
に
よ
る
。

大
坪
併
治
著
『
訓
点
資
料
の
研
究
』
に
よ
る
。

築
島
裕
著
『
平
安
時
代
語
新
論
』
、
三
六
l
貢
。

勉
誠
社
発
行
、
昭
和
五
一
年
、
本
文
編
、
九
一
頁
。
略
字
符
号
は
通
行
活
字
に
訂
し
た
。



へ拍）
（20）

（21）

（22）

（23）

（24）

（25）
（26）

（27）

『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
第
六
冊
、
『
高
山
寺
古
辞
書
資
料
　
第
一
』
所
収
。

小
林
芳
規
博
士
の
御
教
示
に
よ
る
。

築
島
裕
・
小
林
芳
規
「
故
山
田
嘉
造
氏
蔵
妙
法
蓮
華
経
方
便
品
古
点
釈
文
」
、
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
第
七
担
、
昭
和
三
一
年
八
月
。

大
坪
併
給
「
山
田
本
妙
法
蓮
華
経
方
便
晶
第
二
試
読
」
、
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
第
七
韓
、
昭
和
三
一
年
八
月
。

注
（
1
6
）
　
文
献
、
二
四
頁
七
行
目
。

門
前
正
彦
「
立
木
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
古
点
」
、
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
別
巻
算
四
、
昭
和
四
三
年
二
万
。
〓
ハ
貢
下
段
一
〇
行
目
。

中
田
祝
夫
編
『
足
利
本
仮
名
書
き
法
華
経
』
、
翻
字
篇
、
七
四
七
行
。

『
十
親
彙
編
』
所
収
の
残
簡
、
『
切
三
』
、
『
王
二
』
に
は
音
注
し
か
な
い
。

『
接
触
字
訣
及
補
遺
』
、
申
文
出
版
社
、
二
九
七
七
年
。
四
一
八
頁
。

田
中
稔
・
狩
野
久
「
唐
拓
掟
寺
所
蔵
古
本
令
私
記
並
び
に
音
義
断
簡
に
つ
い
て
」
、
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
』
、
一
九
七
二
年
、
に
よ
る
。
営
糖

・
関
市
二
令
を
含
む
断
簡
B
。

（
2
8
）
　
佐
藤
進
一
著
『
古
文
書
学
入
門
』
、
二
一
五
頁
。

（
2
9
）
　
『
大
日
本
古
文
書
』
算
二
巻
、
三
〇
七
頁
。

（
3
0
）
　
『
高
山
寺
資
料
叢
書
』
欝
四
冊
、
『
高
山
寺
古
文
書
』
、
一
一
〇
五
。

〔
付
記
〕
　
太
田
晶
二
郎
先
生
（
前
田
等
経
閣
文
庫
）
、
田
中
稔
先
生
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
）
、
加
藤
優
先
生
（
同
）
、
ま
た
、
小
林
芳
規
先
生
、
沼
本
克
明
学

兄
に
は
格
別
の
細
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

コ
フ

〔
補
注
一
〕
　
峰
岸
氏
に
よ
れ
ば
、
『
高
山
寺
本
古
往
来
』
で
は
、
「
乞
」
は
「
官
署
か
ら
個
人
へ
の
〝
請
求
″
の
意
の
用
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
「
話
」
字
は
、
専
ら
個
人
か
ら
官
署
へ
の
〝
申
請
″
の
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
」
（
注
2
文
献
）
と
説
明
さ
れ
る
。
先
述
来
か
ら
し
て
、
用
例
に
つ
い

て
は
再
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
加
え
て
、
こ
こ
に
は
、
古
文
書
の
様
式
へ
の
配
慮
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
高
山
寺
本
古
往
来
』
に
お
い
て
は
、

「
乞
は
」
一
例
し
か
み
え
て
お
ら
ず
、
し
か
も
、
こ
れ
は
「
乞
也
」
と
い
う
、
古
文
書
の
〝
様
式
″
に
規
制
さ
れ
た
、
い
わ
ば
特
殊
な
用
法
に
あ
る
。
こ
の
点

（注）

に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
た
。
〝
株
式
″
の
規
制
の
強
い
用
字
法
と
そ
う
で
な
い
用
字
法
と
を
平
面
的
に
扱
う
こ
と
は
適
当
で
な
か
ろ
う
。

「
請
」
と
「
乞
」
と
の
二
字
に
つ
い
て
は
、
個
人
と
官
署
と
の
関
係
に
お
い
て
把
擦
す
る
よ
り
、
「
恋
求
」
（
『
古
書
虚
字
集
釈
』
）
　
の
姿
勢
の
有
無
に
よ
っ
て

把
握
す
る
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
「
尾
張
国
解
文
」
の
場
合
で
も
、
「
請
」
は
、
「
官
裁
」
や
「
裁
断
」
を
仰
ぎ
願
う
、
丁
寧
に
懇
願
す
る
、
の
意
で
あ
り
、
他

方
、
・
「
乞
」
は
、
藤
原
元
命
や
そ
の
郎
等
が
物
品
を
要
求
す
る
（
高
圧
的
な
態
度
で
取
り
上
げ
る
）
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
牒
に
お
け
る
「
乞
也
」

に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
原
則
的
に
「
乞
」
字
が
用
い
ら
れ
、
「
請
」
字
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
願
と
い
う
公
文
書
の
〝
性
格
″
を
顧
み
れ
ば
、
こ
の
「
乞
」

古
文
書
・
古
往
来
に
お
け
る
「
請
」
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
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八
〇

は
、
所
管
・
被
官
の
関
係
の
な
い
宮
司
へ
の
要
求
、
ま
た
は
、
宮
司
に
準
ず
る
所
か
ら
官
司
で
な
い
所
へ
の
要
求
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
注
）
　
「
『
高
山
寺
本
古
往
来
』
の
竺
ハ
状
に
つ
い
て
1
古
文
番
に
お
け
る
「
乞
也
」
・
「
悉
之
」
の
考
察
－
」
、
『
文
経
論
叢
』
（
弘
前
大
学
人
文
学
部
）
、
第
十
五
巻
第

二
号
、
昭
和
五
五
年
三
月
。

〔
補
注
二
〕
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
『
日
本
霊
異
記
』
（
昭
和
四
六
年
、
第
六
刷
）
で
は
、
「
請
」
を
ウ
ク
と
よ
ま
せ
て
い
る
が
（
三
十
九
例
）
、
こ
れ
ら
も
コ

フ
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。




